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株式会社西日本住宅評価センター 

省エネ住宅ポイント対象住宅証明書発行業務要領 
  

Ⅰ．省エネ住宅ポイント制度の概要 

１．概要 

 平成 26 年度の緊急経済対策の一つとして『省エネ住宅ポイント制度』が創設されました。新築工事を

対象とするものと、リフォーム工事を対象とするものとがありますが、このうち新築住宅については、

平成 26 年 12 月 27 日以降に契約し平成 28 年 3 月 31 日までに着工した住宅が対象となります。 

 竣工時期についての定めはありませんが、平成 28 年 9 月 30 日までに完了報告が別途求められます。 

 ポイントは 30 万ポイント／戸で、ポイント発行申請は住宅所有者（又は代理人）が申請することにな

り、平成 27 年 3 月上旬から平成 27 年 11 月 30 日まで（予算の執行状況によって早まる。）となっていま

す。 

 

２．対象住宅の性能要件 

 新築住宅においては、省エネ住宅ポイントの対象となるためには次の基準（以下、「判定基準」という。）

に適合している必要があります。 

 一般（全ての構造） 木造 

省
エ
ネ
性
能 

① 省エネ法に基づく 

  「トップランナー基準(※１)」相当(※２) 

③ 一次エネルギー消費量等級 

  等級４（※3） 

② 一次エネルギー消費量等級 

  等級５(※３) 

④ 断熱等性能等級 等級４ 

 

⑤ 省エネルギー対策 等級４(※４) 

  （平成１１年基準） 

※１ 省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断基準」をいう。 

※２ 共同住宅の場合、本制度の対象となるトップランナー基準相当の基準として、「省エネ住宅

ポイント対象住宅基準（共同住宅等）」(別紙１、２)を適用する。 

※３ 住宅性能表示基準は、平成 27 年 4 月 1 日から完全施行であるが、それ以前の期間も省エ

ネ住宅ポイント対象住宅証明書の発行可能。 

※４ 省エネ住宅ポイントのみを申請する場合は、平成 27 年 4 月 1 日以降の申請であっても省エ

ネルギー対策等級４（平成 11 年基準相当）の基準を適用することができる。なお、住宅性

能評価、長期優良住宅などの他制度と併用して利用する場合においては、他制度を利用

することができない。） 

 

３．省エネ住宅ポイント対象住宅証明書 

 省エネ住宅ポイントを申請するためには、その住宅が省エネ住宅ポイント対象住宅であることを証明

する書類（省エネ住宅ポイント対象住宅証明書）が必要になります。 

 ただし、上記２．の性能要件を満たす書類(別紙３)があれば省エネ住宅ポイント対象住宅証明書は不

要です。 

   

Ⅱ．審査体制等 

１．業務内容 

依頼者から審査依頼のあった住宅が、Ⅰの２に定める性能要件に適合していることを審査（以下「適

合審査」という。）し、その結果を省エネ住宅ポイント対象住宅証明書（以下、「対象住宅証明書」とい

う。）として発行する業務です。 

なお、リフォーム工事を対象とした「省エネ住宅ポイント制度用耐震改修証明書の発行業務は行いま

せん。 

２．業務の対象住宅 

業務の対象住宅は、当社が設計住宅性能評価業務を行うことができる住宅に該当するものとします。 
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３．適合審査の実施者 

適合審査の実施者（以下「審査員」という。）は、住宅品質確保法第 13 条に定める評価員で当社

の評価員として選任されている者とします。また、審査員について業務の公正な実施に支障を及ぼ

すおそれがあるものとして定めた平成 18 年国土交通省告示第 304 号を準用し、これらの申請に係る

適合審査を行わないこととします。 

   

Ⅲ．適合審査の手順・要領 

１．業務の依頼 

業務の依頼は、省エネ住宅ポイント対象住宅証明依頼書（正副２部）に、２．に記載の提出書類

等を添えて依頼します。依頼の時期は着工前、着工後を問いません。 

あらかじめ依頼者と協議して定めるところにより電子情報処理組織を使用して依頼（以下「WEB

申請」という。）することができます。この場合は、正副はありませんので部数は１部となります。 

設計住宅性能評価又は長期優良住宅の技術的審査（以下、「住宅性能評価等」という。）を活用す

る場合は、住宅性能評価等の申請と同時依頼を原則とします。 

２．提出書類等 

依頼時に依頼書に添えて提出する書類等は、適用する判定基準に応じて下表のとおりとなります。 

なお、WEB 申請の場合は電子ファイルとなるため部数は 1 部となります。 

また、設計住宅性能評価、長期優良住宅の技術的審査を当社に申請される場合は、提出書類等の

当該評価又は審査の提出書類と重複するものは省略することができます。 

ⅰ）断熱等性能等級４又は省エネルギー等級４による場合 

書類名 部数 

省エネ住宅ポイント対象住宅審査依頼チェックリスト １ 

設計内容説明書（断熱等性能等級又は省エネルギー等級） ２ 

外皮性能の審査に必要な図書（詳細はⅣ参照） ２ 

ⅱ）一次エネルギー消費量等級又は住宅事業主の判断基準による場合 

書類名 部数 

省エネ住宅ポイント対象住宅審査依頼チェックリスト １ 

設計内容説明書（断熱等性能等級又は省エネルギー等級） ２ 

外皮性能の審査に必要な図書（詳細はⅣ参照） ２ 

設置する設備機器等が明示された図書（詳細はⅣ参照） ２ 

省エネ住宅ポイント対象基準チェックシート １ 

ⅲ）省エネ住宅ポイント対象住宅基準（共同住宅等）による場合 

書類名 部数 

省エネ住宅ポイント対象住宅審査依頼チェックリスト １ 

設計内容説明書（断熱等性能等級又は省エネルギー等級） ２ 

省エネ住宅ポイント対象住宅（共同住宅等）適合性確認シート ２ 

外皮性能の審査に必要な図書（詳細はⅣ参照） ２ 

設置する設備機器等が明示された図書（詳細はⅣ参照） ２ 

省エネ住宅ポイント対象基準チェックシート １ 

 

３．業務の引受 

 提出書類について次の事項を確認し、特に不備等がない場合は依頼者に対して引受承諾書を交付

します。 

 ⅰ）依頼のあった住宅が、当社の設計住宅性能評価業務を行う区分に該当すること 

 ⅱ）依頼のあった住宅の建て方（一戸建て住宅か共同住宅等）の確認をすること 

 ⅲ）依頼のあった住宅の構造（木造住宅か木造住宅以外）の確認をすること 

 ⅳ）依頼のあった住宅の省エネ住宅ポイント対象住宅判定基準の確認をすること 
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 ⅴ）依頼に評価書等の添付がある場合は、その書類の確認をすること 

 ⅵ）提出図書に不足なく、かつ記載事項に漏れがないこと 

 

Ⅳ．適合審査に必要な図書 

適合審査に必要な図書は、適用する判定基準に応じて次のとおりとなります。 
 ⅰ）外皮性能の審査に必要な事項が明示された図書及び評価書等 

 （例）仕様書、設計内容説明書、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、UA値等計算書、Q 値等

計算書、評価書等を活用する場合は当該評価書等 

 ⅱ）設置する設備機器等が明示された図書（該当する場合） 

（例）仕様書、各階平面図、設備図、設備機器表、設備機器等が確認できる仕様書（カタ

ログ等の写しを含む）、基準達成率算定シート、算定用Ｗｅｂプログラムを使用して

いる場合はプログラム出力表など。 

なお、評価書等が添付されている場合は、判定基準の審査に必要な事項が明示された図書等を

省略できる場合があります。 

（評価書等） 

設計住宅性能評価書（断熱等性能等級４、省エネルギー対策等級４又は一次エネルギ

ー消費量等級※４、５適合） 

建設住宅性能評価書（断熱等性能等級４、省エネルギー対策等級４又は一次エネルギ

ー消費量等級※４、５適合） 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定通知書 

長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 
竣工現場検査に関する通知書・適合証明書（フラット３５S（省エネ基準適合）） 
現金取得者向け新築対象住宅証明書（省エネ基準適合） 
住宅性能証明書（省エネ基準） 

        ※平成 27 年 4 月 1 日以降の設計住宅性能評価申請から適用 
 

Ⅴ．適合審査の実施 

次の１から４のとおり実施する。なお、提出された図書の内容に疑義がある場合は必要に応じて

依頼者又は代理者に説明を求め、誤りがある場合は訂正を求めることとします。 

ⅰ）断熱等性能等級４又は省エネルギー対策等級４による場合 

【適用範囲】木造住宅 

住宅性能表示基準５－１の基準に適合していることを提出図書等により審査を行う。 

なお、依頼時に住宅品質確保法に基づく住宅型式性能認定書、型式住宅部分等製造者認証

書もしくは特別評価方法認定書その他の認定書（以下「認定書等」という。）が添付されてい

る場合は当該基準への適合の審査を省略し、認定書等の結果を活用することができます。 

ⅱ）一次エネルギー対策等級４又は５による場合 

   【適用範囲】一般（全ての構造）又は木造住宅 

    平成 27年 4月 1日より施行される住宅性能表示基準５－２の基準に適合していることを提

出図書等により審査を行います。 

ⅲ）住宅事業建築主基準による場合 

【適用範囲】一戸建ての住宅 

  住宅事業建築主基準に適合していることを提出図書等により審査を行います。なお、依頼

時に評価書等及び認定書等が添付されている場合は当該基準への適合の審査を省略し、評価

書等及び認定書等の結果を活用することができます。 

ⅳ）省エネ住宅ポイント対象住宅基準（共同住宅等）による場合 

【適用範囲】共同住宅等（賃貸住宅を除く） 

 省エネ住宅ポイント対象住宅基準（共同住宅等）に適合していることを提出図書等により

審査を行います。なお、依頼時に評価書等及び認定書等が添付されている場合は当該基準へ
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の適合の審査を省略し、評価書等及び認定書等の結果を活用することができる。 

 

Ⅵ．省エネ住宅ポイント対象住宅証明書等の発行 

１．審査が完了し、省エネ住宅ポイント対象住宅判定基準に適合していると認める場合は、依頼

者に対して省エネ住宅ポイント対象住宅証明書（別記様式２号）（以下「証明書」という。）に

提出図書等（副本）を添えて発行します。（変更計画に係る場合は別記様式４号の証明書となり

ます。）なお、WEB 申請の場合は、副本がないため提出図書等の添付はありません。 

２．証明書に記載する証明書発行番号は、別表「証明書発行番号の付番方法」に基づいて付番を

行います。 

３．依頼者から紛失等による証明書の再発行の依頼があった場合、証明書に再発行である旨と再

発行日を記載して発行します。 

４．提出図書の内容が基準と不適合の場合又は明らかな虚偽がある場合は、依頼者に対して省エ

ネ住宅ポイント対象住宅判定基準不適合通知書（別記様式５号）を発行します。 

 

Ⅶ．変更計画に係る業務手続き（当社が従前の証明書を発行した場合に限る） 

証明書の発行後に依頼者が計画を変更する場合は、依頼者から以下の書類の提出を受け、変更

に係る適合審査を行います。なお、審査の実施方法はⅠからⅥまでと同じです。また、Ⅵで発行

した変更前の証明書の原本については受理したのち、当社の責任において破棄します。 

書類名 

変更省エネ住宅ポイント対象住宅証明依頼書 

適合審査に要した図書のうち変更に係るもの及び変更の内容を示す図書 

変更前の証明書の原本 

  

Ⅷ．料金 

  料金は別に定める料金表による。 

 

Ⅸ．その他 

１．秘密保持 

・当社及び審査員並びにこれらの者であった者は、本業務に関して知り得た秘密を漏らし 

又は自己の利益のために使用しません。 

２．個人情報保護 

・当社は、個人情報の保護に関する法令を順守し、依頼者から提供された個人情報を業務の遂行

及び関係書類の保存に必要な範囲を超えて利用することはしません。 

・次の各号に該当する場合以外は、依頼者から提供された個人情報を第三者に提供しません。 

1)個人情報の保護に関する法律第 23 条第 1項各号に掲げる場合 

2)外部機関等による業務監査を受ける場合 

3)国等から報告を求められた場合 

３．帳簿の作成・保存 

    省エネ住宅ポイント対象住宅証明書を交付後、次の（１）から（11）までに掲げる事項を記載

した証明書の発行業務管理帳簿を作成し、電子計算機に備えられたファイルにて適合審査業務の

全部を終了した日の属する年度から５事業年度末まで保存します。 

（１） 依頼者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 
（２） 証明書の発行業務の対象となる住宅の名称 
（３） 証明書の発行業務の対象となる住宅の所在地 
（４） 証明書の発行業務の対象となる住宅の建て方 
（５） 証明書の発行業務の対象となる住宅の構造 
（６） 証明書の発行業務の対象となる住宅に適用した省エネ住宅ポイント対象住宅判定基準 
（７） 適合審査の依頼を受けた年月日 
（８） 適合審査を行った審査員の氏名 
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（９） 適合審査料金の金額 
（10）証明書の発行番号 
（11）証明書の発行を行った年月日又は省エネ住宅ポイント対象住宅判定基準不適合通知書の発

行を行った年月日 
４．書類等の保存 

    依頼書及び適合審査用提出書類は、証明書の発行後、施錠のできる室又はロッカー等（WEB 申

請による場合は、当社の電子計算機に備えられた専用の電子ファイル）において、個人情報及び

秘密情報が漏れることなく、かつ、証明書の発行業務以外の目的で複製、利用等がされない確実

な方法で保存します。 

    保存期間は、証明書の発行を行った日の属する年度から５事業年度とします。 

 

５．国土交通省等への報告等 

   公正な業務を実施するために国土交通省や省エネ住宅ポイント事務局から業務に関する報告

等を求められた場合には、適合審査の内容、判断根拠その他情報について報告等を行います。 

 

平成 27 年 2 月 24 日制定 

 
別表：「証明書発行番号の付番方法」 
 
発行番号は、１４桁の英数字を用い、次のとおりとします。 
 
『０３９－○○－○○－Ｅ－○－○○○○○』 
 
１～３桁目   登録住宅性能評価機関番号 
４～５桁目   事務所毎に付する番号 
６～７桁目   証明書発行日の和暦 
９桁目     １：一戸建ての住宅 
        ２：共同住宅等 
１０～１４桁目 通し番号（９桁目までの数字の並びの別に応じ、０００１から順に付する。） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


